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（題字　兵庫県知事　井　戸　敏　三　氏筆）

兵庫県行政書士会

まち・ひと・しごとをサポート！
地域創生行政書士宣言！

（題字 兵庫県知事 井 戸 敏 三 氏筆）

桜の園に飛来する渡り鳥

平成29年3月1日発行　発行日 毎月1日

年年年 月号号月月号号年 月号

淡路市と災害協定を締結1

ラジオ関西で放送！！
「行政書士記念日特集」
2

知財 れ これあれ これ

「マンガで学ぶ  知的財産管理技能検定」
Season2

著者：弁理士 本間　政憲
監修：香川大学　教授1級知的財産管理技能士 村井　　礼

　従来は、職務発明についての特許を受ける権利について、最初は発明者に権利が帰属し、勤務規則等に
よって会社等（使用者等）に移転することとなっていたが、H 27年法改正により、最初から（原始的に）
会社等（使用者等）に帰属させることが可能となった。
　これに伴い、従来の、発明者が有する｢対価の支払いを受ける権利｣は、｢相当の利益を受ける権利｣となっ
た。
　相当の利益とは、相当の金銭その他の経済上の利益を言い、金銭以外の経済上の利益も対象となった。
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